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【年通号数】公開・登録公報2012-026
【出願番号】特願2010-278924(P2010-278924)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ   5/222    (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/225    (2006.01)
   Ｇ０６Ｔ   1/00     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  35/10     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  35/22     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ  13/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ   5/222   　　　Ｚ
   Ｈ０４Ｎ   5/225   　　　Ｚ
   Ｇ０６Ｔ   1/00    ３１５　
   Ｇ０３Ｂ  35/10    　　　　
   Ｇ０３Ｂ  35/22    　　　　
   Ｈ０４Ｎ  13/02    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年12月10日(2013.12.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　書画カメラ１は、第１カメラ２および第２カメラ３により撮像対象Ａを撮像して、２つ
の画像データを得る。なお、本実施形態では、表示モードが「３次元モード」である場合
、同一の撮像対象Ａ１を撮像する。また、同モードの場合、撮像対象Ａ１は立体物である
ことが望ましい。一方、表示モードが「２次元モード」である場合、第１カメラ２が撮像
対象Ａ２を撮像し、第２カメラ３が撮像対象Ａ３を撮像するものとする。なお、「２次元
モード」において、第１カメラ２および第２カメラ３は、同一の撮像対象を別の角度で撮
像してもよいし、同一の撮像対象の異なる領域を撮像対象Ａ２および撮像対象Ａ３として
撮像してもよい。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　なお、請求項にいう「設置距離可変部」とは鉛直支持軸２１を指し、「角度可変部」と
は、支持フレーム２３、２３を指し、「離間距離可変部」とは、水平支持軸２２、２２お
よび支持フレーム２３、２３を指す。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　ここで、図３ないし図５を参照して、本実施形態の表示モードについて説明する。図３
は、カメラスタンド４の正面から見た「３次元モード」における各カメラ２、３と撮像対
象Ａ１との配置を示す図である。図示のように同モードでは、２つのカメラ２、３が同一
の撮像対象Ａ１に向けられた状態で撮像を行う。すなわち、第１カメラ２および第２カメ
ラ３の光軸の交差点、いわゆる輻輳点Ｃが、撮像対象Ａ１の略中央となるように、各カメ
ラ２、３の撮像角度、２つのカメラ２、３の離間距離、２つのカメラ２、３の設置距離（
設置面Ｇからの距離）、が調節されている。そして、各カメラ２、３の位置を示すこれら
の位置情報から、プロジェクター１０により表示させる２つの画像データの画像間距離Ｗ
が算出される。画像間距離Ｗとは、３次元画像を表示するための２つの画像データのズレ
量であり、２つの画像データをどの程度ずらして表示するか（例えば、画素数など）を示
すものである。具体的には、図３に示すように、２つのカメラ２、３の離間距離をＤ、２
つのカメラ２、３と設置面Ｇとの距離をＲ、２つのカメラ２、３を結ぶ仮想線５０と輻輳
点Ｃを通り設置面Ｇに直交する仮想線５１との交点５２から輻輳点Ｃまでの距離をｒとす
ると、画像間距離Ｗは、Ｗ＝（Ｒ／ｒ－１）Ｄにより算出することができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　図６（ｅ）に示すように、「複合切替形態」は、フレームメモリー１１に記憶された２
つの画像データと、これらを合成した画像データとを切り替えて表示するモードである。
同形態では、画像処理部１４により、２つの画像データに対し、当該２つの画像データが
隣接して表示されるように、縮小処理および合成処理を施して、１つの画像データ（第１
の画像データ）を生成すると共に、２つの画像データのそれぞれに対し、個別に「通常形
態」と同様の画像処理を施して、２つの画像データ（第２の画像データ）を生成する。こ
れにより、切替対象となる、合成した画像データとカメラ別の画像データと、の合計３つ
の画像データが生成される。図６（ｅ）では、正方形の図形の画像データ（第１カメラ２
の画像データ）と、円形の図形の画像データ（第２カメラ３の画像データ）と、それらを
縮小して隣接させた画像データと、を切り替えて表示している。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　一方、表示モードを「２次元モード」に決定した場合（Ｓ０３：２次元モード）、さら
に、表示形態切替スイッチ３２の操作信号に基づいて、表示形態を決定する（Ｓ０８）。
そして、画像処理部１４により、一時記憶した２つの撮像画像データに対して、決定した
表示形態に応じた上記の所定の画像処理を施して、画像データを生成する（Ｓ０９）。上
記したように、「比較形態」および「同時表示形態」の場合、１個の画像データを生成し
、「個別切替形態」の場合、２個の画像データを生成し、「複合切替形態」の場合、３個
の画像データを生成する。そして、出力部１５は、画像処理部１４により１個の画像デー
タが生成された場合（「比較形態」および「同時表示形態」の場合）は、それを出力し、
複数の画像データが生成された場合（「個別切替形態」および「複合切替形態」の場合）
は、不図示の操作子による表示切替信号の取得に伴って、出力対象となる画像データを切
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り替えて、プロジェクター１０に出力する（Ｓ１０）。なお、書画カメラ１は、ＯＮ状態
のカメラが１つである場合、強制的に「２次元モード」における「通常形態」の処理を行
う。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　なお、表示モードが「３次元モード」に決定された場合（Ｓ０３：３次元モード）、２
つのカメラ２、３の位置情報を取得した後、当該２つのカメラ２，３の位置（各カメラ２
、３の撮像角度、２つのカメラ２、３の離間距離、２つのカメラ２、３の設置距離（設置
面Ｇからの距離））が適切な値となっているか否かを判別して、適切な値となっていない
場合は、カメラ位置を修正する旨を示すメッセージ画像を出力する構成としてもよい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図７】
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